
令和８年２月６日
中日本高速道路株式会社

１．資格登録停止措置業者名
株式会社南誠測量（山梨県南巨摩郡身延町波高島２８９）[1000018102］

２．資格登録停止措置の期間
令和８年２月６日 ～ 令和８年４月５日（２か月）

３．資格登録停止措置の地域
地域２　東京支社が所掌する地域

４．事実概要

５．資格停止措置理由

＜資格登録要領別表１２＞

全地域又は発生地域について

○問合せ先
　中日本高速道路株式会社　契約審査部　発注審査課（052-222-3469）

　当該資格登録者は「新東名高速道路 新清水JCT～新清水IC間幅杭設置測量」（東京支社発注）の
入札において、低入札価格調査を辞退した。

　資格登録者である上記の事業者が、「新東名高速道路 新清水JCT～新清水IC間幅杭設置測量」（東
京支社発注）の入札において、低入札価格調査を辞退したことは、中日本高速道路株式会社工事・調
査等の資格登録に関する要領別表１２第１２号（不正又は不誠実な行為）の措置要件に該当する。

資格登録停止措置の概要

措置要件

当該認定をした日から１月以上９月以内

（不正又は不誠実な行為）
１２　別表１１及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関
し不正又は不誠実な行為をし、工事・調査等の請負契約
の相手方として不適当であると認められるとき。

期間


